
 
 

報告第４９号 

令和５年１２月　５日　 

 

城里町議会議長　阿久津　則男　　様 

 

議会広報委員会　　 

委員長　　桜井　和子　 

 

議会広報委員会研修報告書 

 

　このことについて，下記のとおり実施しましたので，概要をご報告申し上げま

す。 

 

記 

 

１．研修目的 

（１）全国町村議会議長会による広報クリニック受講 

　　　議会活動に対する住民の関心と理解を深めることが求められている状況に

鑑み，町村議会広報の発展に資することを目的とした。 

 

２．実施期日　　令和５年８月２４日（木）午後１時～午後４時３０分 

 

３．研修場所　　全国町村議員会館　２階　大会議室 

 

４．研修概要　　【町村議会広報研修会】 

　　　　　　 

講師　　PRDESIGN JAPAN 株式会社代表取締役  佐久間 智 之  氏   
 

　元埼玉県三芳町職員であり、秘書広報室への異動の際、広報やデザイン・写真・

映像をを独学で学び全国広報コンクールで内閣総理大臣賞を受賞し自治体の広報

日本一に導く。退職後は、行政・自治体の広報アドバイザー、総務省地域力創造

アドバイザー、厚生労働省年金広報検討会構成員などを務めている。 

 

●　講義 

　　　　　　「住民に伝わる議会広報」　 
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（１）広報の目的・・・手に取ってもらわないと意味がない 

 

（２）住民目線のデザイン思考 

　　　①伝えたいことではなく相手が知りたいことを分かりやすく 

伝わらない情報は存在しないのと同じ→要点をまとめ住民目線 

 

（３）３つのメディアと写真撮影のポイント 

　　　①広報誌等の自庁で発信できるメディア、Twitter、YouTube などの無償の

メディア、ＳＮＳ公告などの有償のメディアがあり、その利用は年代別

で分かれる 

　②写真は、主役を３分の１、空間等を３分の２に配置する３分割法で印象

的な構図となる 

　③建物、会議の写真、食べ物等の写真の撮り方 

　　　④インタビューするときの、カメラの目線のポイント 

　⑤悪意がなくても、受け手がどう感じるのか・・・表現とＬＧＢＴＱへの

配慮 

 

（４）議会広報の役割 

　　　①住民が「議会だよりを読む」メリットは何か 

　住民の声が議会を通じて執行部に届いたのか、予算や事業の状況を一般

質問などを通じて、議会だよりやＳＮＳで広報 

②取手市議会では広報誌を廃止し、ＨＰ上で配信 

　 

（５）全ての人への配慮 

　　　①ＵＤ（ユニバーサルデザイン）とは、全ての人へ配慮したデザイン 

　　　②読む文字は原則ＵＤフォントを使用、使う色は３色とし、濃度を変える 

　　　　　 

（６）議会広報に必要な文章とデザインレイアウト 

　　　①文章と見出しの作り方 

「過去・現在・未来」の順で書いたり、結論から書く３段論法がある 

　　　②デザインレイアウト 

ジャンプ率で文字にメリハリをつけ、行間、余白を持たせる、色を最低

限にし余計な装飾をしない 

　　　③７：３の法則による配置 

見出し、イラストや相手のメリット等の見る情報を７、説明文、申請方

法や問い合わせ先などの読む情報を３にする 
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（７）住民が主役の議会だよりへ 

　　　①小見出しだけで理解できる 

　　　②文章は最小限にし、読む広報から見る広報へ 

　　　③住民が主役で地域に寄り添ったコンテンツを作る 

　　　 

（８）まとめ 

講義のなかで、広報で議会側が伝えたいこと、住民側が知りたいことにズ

レがあってはならず、「伝わる」工夫をしなければならない。そのために、

住民が読んでいる内容、読まれていない内容の分析により紙面の構成を考え

ることや、デザインレイアウト、写真、文章等のポイントを指導していただ

きました。 

後段の「議会だよりのクリニック」では、本町議会を含め８町村がクリニ

ックを受けました。 

本町議会だよりの紙面の良い点と改善点の説明を受け、ページの文章や色

使い、空間の使い方も、住民にとって不必要な情報、見づらい紙面になって

いたことを指摘され、「伝える」ではなく「伝わる」広報誌にするための改

善が必要だと実感しました。 

今回クリニックで学んだ編集ポイントを取り入れ、さらに町民に読みやす

く分かりやすい広報紙づくりに心掛けていきたいと感じました。とても有意

義で実りのある研修となりました。 

　　　以上，調査概要を述べて，委員会の研修報告といたします。 
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報告第５０号 
令和５年１２月　５日 

 
城里町議会議長　阿久津　則男　　様 
 

総務民生常任委員会 
委員長　加藤木　直　　　 

 
総務民生常任委員会視察研修報告書 

 
　このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要を報告いたします。 
 

記 
 
１　調査目的 

エコランドセル給付事業について 
ムラサキパーク　かさまを活用したまちづくり 
 

２　実施期日　　令和５年１１月９日（木） 
　　　　 
３　調 査 地　　茨城県笠間市　　 
 
４　調査概要 

（１）笠間市について 

◆概要 

笠間市は、茨城県の中央部に位置し、首都圏から約 100 キロメートル、県都水戸

市に隣接し、総面積は、240.40 平方キロメートルです。 

区域は、東西約 19 キロメートル、南北約 20 キロメートルで、北部は城里町、栃

木県、西部は桜川市、東部は水戸市、茨城町、南部は石岡市、小美玉市に隣接して

います。 

地勢は、市の北西部は八溝山系が穏やかに連なる丘陵地帯で、南西部には愛宕山

が位置し、北西部から東南部にかけておおむね平坦な台地が広がり、本地域の中央

を涸沼川が北西部から東部にかけ貫流しています。 

気候は、夏は気温も湿度も高く、冬は乾燥した晴天の日が多い、太平洋型の気候

となっています。 

◆常住人口　　　７１，５１７人（令和５年７月１日現在） 

◆世 帯 数　　２９，７１８世帯（令和５年７月１日現在） 
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（２）視察の概要 

◆「エコランドセル」給付事業 

①事業概要 

子どもたちの健やかな成長と、子育て世帯の経済的負担を軽減し子育て支援

の充実を図ることを目的として、令和６年度市立小学校、義務教育学校（前期

課程）、市内在住の特別支援学校の新入学生を対象に「エコランドセル」を無

償で給付するもの。 

②エコランドセルの特徴 

○回収ペットボトルを原料としたリサイクル繊維を使用 

回収ペットボトルを原料としたリサイクル繊維「＆＋.」（アンドプラス）

を内張に使用 

○通常のランドセルと比較し 200 グラム以上軽量化 

　　　　（通常のランドセル・・・約 1,100g／エコランドセル・・・約 870g） 

　　　○色は男女共通（紺色） 

　　　○A4 フラットファイルやタブレットを収容できるサイズ 

（W260ｍｍ×D120ｍｍ×H320ｍｍ） 

　　　○前面、側面、ショルダーストラップに反射材付き 

　　　○内側にタブレット専用ポケット付き 

○ショルダーストラップに防犯ブザーを取り付ける金具付き 

③エコランドセル製造 

　　　○ペットボトルの再生　→　協栄産業株式会社、ジャパンテック株式会社 

　　　○リサイクル繊維の供給　→　東レ株式会社　 

　　　○エコランドセルの開発・製造　→　エース株式会社 

 

◆ムラサキパーク　かさまを活用したまちづくり 

　　①事業概要 

　　　　県営笠間芸術の森公園内に、国際大会が開催できること、初心者から上級者

まで楽しめることをコンセプトに、令和３年４月に開園したスケートパークで、

コンクリートパークとしては国内最大級となる4,600㎡のスケート広場となっ

ています。 

　　　　笠間市は公民連携を推奨しており、スケートパークにおいても効率的で質の

高い持続可能なサービスの提供を図るめ、様々な公民連携の手法を取り入れて

います。 

②まちづくりに向けた取り組み 

　　　○指定管理者制度の導入 

　　　　　指定期間の長期化、独立採算制・・管理運営にかかる財政負担の軽減、利 

用者サービスの向上による利用者の満足度アップ 
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　　　○ネーミングライツの導入 

　　　　　優先交渉により指定管理者が命名・・施設ブランド力向上、運営に対する

指定管理者のモチベーションの向上 

　○笠間スポーツコミッションの設立 

　　　地域一丸となってスケートパークを盛り上げるために設立・・大会誘致、

イベント開催等により市のブランディング効果、日本スケートボード選手権

大会誘致 

　○まちづくりを担う人材の確保 

　　　地域おこし協力隊の採用、地域活性化起業人の受け入れ・・行政や指定管

理者以外の、様々な視点からアプローチしたまちづくり 

　○市民への啓発 

　　　現場見学会、シンポジウム、市民向け無料体験会、ふるさと納税・・まち

全体にスケートボード文化を浸透させる 

 

（３）まとめ 

　　　笠間市は、令和２年７月１日に「プラスチックごみゼロ宣言」を表明し、プラ

スチックごみの削減・リサイクルを推進している中で、ランドセルを通じて児童

の環境への意識を高めることを目的に、エコランドセルが開発されました。 

カバンのメーカーと何度も協議を重ね製造されたエコランドセルは、軽くて

様々な機能を保有しており、子ども達に良いランドセルを届けたいという笠間市

の姿勢、情熱に刺激を受けました。 

また、ムラサキパーク　かさまは、スケートパークの施設を最大限に生かす

様々な取り組みによって、若者や広域からの誘客を図っており、そのアイディア

と戦略は本町のまちづくりにおいても取り入れたい手法でした。 

　　　今回、現地での取組を直接拝見でき、今後の委員会活動を進めて行く上で大変 

参考になることが多く、とても有意義で実のある研修となりました。 

　　以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。
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報告第５１号 

令和５年１２月　５日 

 

城里町議会議長　阿久津　則男　　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教育産業常任委員会 

委員長　猿田　正純　　　 

 

教育産業常任委員会視察研修報告書 

 

　このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要を報告いたします。 

 

記 

 

１　調査目的 

霞ヶ浦導水事業について 

 

２　実施期日　　令和５年１１月９日（木） 

　　　　 

３　調 査 地　　霞ヶ浦導水那珂機場　 

 

４　調査概要 

（１）霞ヶ浦導水事業について 

①概要 

霞ヶ浦導水事業は、那珂川、霞ヶ浦および利根川をつなぐ広範囲にわたる

事業です。 

　那珂川、霞ヶ浦および利根川は、水資源の安定的かつ広域的な供給等に重

要な役割を果たし、流域の産業・経済の発展に寄与してきました。 

　しかし、産業の発展や都市化の進展によって、霞ヶ浦や水戸市を流れる桜

川等の水質汚濁、那珂川や利根川における渇水の発生など、さまざまな問題

が発生するようになり、流域全体で水質浄化、安定した水資源の確保に向け

た取り組みが進められています。 

　霞ヶ浦導水事業は、関東地方における水のネットワークを構成し、限りあ

る水資源を有効に活用することにより、これらの問題の解決に貢献するもの

です。 

　　②那珂川、霞ヶ浦、利根川を結ぶ流況調整河川の整備事業 

　　　　流況が異なる２つ以上の河川を水路で結び、時期に応じて、水量に余裕のあ

る河川から不足している河川に水を移動させ、それぞれの河川の流況を改善す

るものです。これにより河川の必要流量の確保、水の有効活用を行います。 
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（２）事業の目的と効果 

那珂川下流域と霞ヶ浦を結ぶ那珂導水路（水戸市渡里地先～土浦市湖北町地

先、長さ約 43km）と、利根川下流域と霞ヶ浦を結ぶ利根導水路（稲敷市結佐地

先～稲敷市上須田地先、長さ約 2.6km）があり、トンネルで相互に水をやりと

りします。 

それぞれの河川に必要な水量を残した上で、余裕のある水を有効に活用し河

川の流況を改善することにより、①水質浄化、②水不足の軽減、③新都市用水

確保の効果が期待されています。 

（３）事業の経過 

昭和 51 年　 実施計画調査に着手 

昭和 59 年　 建設事業に着手 

　　平成６年　　利根機場が完成し、平成 7年に試験導水を実施 

平成８年    水戸トンネルが貫通 

　　平成 11 年　 那珂機場が概成 

　　平成 13 年、17 年　石岡トンネルの一部区間が完成 

（４）整備進捗状況 

　　　　○那珂導水路約 43 ㎞のうち、水戸トンネル約 6.8 ㎞、石岡トンネルは 24.7

㎞の内 7.4 ㎞を含む 14.2 ㎞の工事が完成。 

　　　　○利根導水路は約 2.6 ㎞の工事が完成。 

　　　　○現在、石岡トンネルの未完成工区の工事に着手している。 

（５）那珂機場 

那珂川の水を霞ヶ浦へ導水し、また霞ヶ浦からの水を那珂樋管を通じて那珂

川へ放流するための機場施設、沈砂池を有している。 

 

（６）まとめ 

　　　霞ヶ浦導水事業は、実施計画調査に着手してから今年で 47 年目を迎える、地

下トンネルによって那珂川と霞ヶ浦、利根川と霞ヶ浦を結ぶ壮大な通水事業です。 

　　令和４年８月に那珂川から桜川や千波湖に試験通水が行われ、水面を覆ってい

たアオコが薄まるなどの水質改善が確認されたことで、今後も浄化効果に期待す

るとともに、那珂川のアユ等への影響についても、注視していきたい。 

　　　非常に限られた日程の中での視察ではありましたが、現地での取組を直接拝見

できたことは、今後の委員会活動を進めていく上で、大変、参考になりました。

こうして得た成果を、今後の委員会活動を通して町政へと役立ててまいります。 

　以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。 
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報告第５２号 

 

令和５年度城里町告示第　号 

 

　　　城里町宅地開発指導要綱の一部を改正する告示 

　城里町宅地開発指導要綱（平成17年度城里町告示第102号）の一部を次のように改正

する。 

　第２条に次の２項を加える。 

６　この告示において「宅地分譲事業」とは、一戸建住宅（専用住宅又は併用住宅を

いう。）を建設するための用地として第三者に販売するための土地造成事業をいう。 

７　この告示において「集合住宅」とは、共同住宅、マンション、寄宿舎、社宅、老

人ホームその他これらに類する住宅をいう。 

第３条第３号を同条第４号とし、同号に次の１号を加える。 

(3)　居住の用に供することを目的とした、宅地分譲事業、集合住宅及び戸建住宅の

建設を行う3,000平方メートル未満の一団の土地に係る宅地開発事業 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

　２　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の城里町宅地開発指導要綱の

規定によりなされた手続、決定その他行為は、なお従前の例による。
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城里町宅地開発指導要綱の一部を改正する告示　新旧対照表 
 改　正　後 現　　　行

 城里町宅地開発指導要綱 城里町宅地開発指導要綱

 平成17年２月１日 平成17年２月１日

 告示第102号 告示第102号

 （目的） （目的）

 第１条　（略） 第１条　（略）

 （定義） （定義）

 第２条　（略） 第２条　（略）

 ２～５　（略） ２～５　（略）

 ６　この告示において「宅地分譲事業」とは、一戸建住宅（専用住宅又

は併用住宅をいう。）を建設するための用地として第三者に販売する

ための土地造成事業をいう。

（追加）

 ７　この告示において「集合住宅」とは、共同住宅、マンション、寄宿

舎、社宅、老人ホームその他これらに類する住宅をいう。

（追加）

 （適用範囲） （適用範囲）

 第３条　この告示は，次の各号のいずれかに該当する宅地開発事業を除

き2,000平方メートル以上の一団の土地に係る宅地開発事業に適用す

るものとし，同一又は同系の事業主が行う宅地開発事業で連続して行

うことにより上記の面積に達するときも，適用するものとする。

第３条　この告示は，次の各号のいずれかに該当する宅地開発事業を除

き2,000平方メートル以上の一団の土地に係る宅地開発事業に適用す

るものとし，同一又は同系の事業主が行う宅地開発事業で連続して行

うことにより上記の面積に達するときも，適用するものとする。

 (1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略）

 (3)　居住の用に供することを目的とした、宅地分譲事業、集合住宅及

び戸建住宅の建設を行う3,000平方メートル未満の一団の土地に係

る宅地開発事業

（追加）

 (4)　（略） (3)　（略）

 (以下略) (以下略)

 附　則

報告第５２号　説明資料

-
 
1
 
-



 （施行期日）

 １　この告示は、令和６年４月１日から施行する。

 （経過措置）
 ２　この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の城里町宅地開発

指導要綱の規定によりなされた手続、決定その他行為は、なお従前の

例による。

-
 
2
 
-



報告第５３号 

 

令和５年城里町告示第１８０号 

 
　　　城里町入学等支援金交付要綱 
　（趣旨） 
第１条　この告示は、児童及び生徒が小中学校等に入学する、若しくは、中学校等を卒

業する際に、新生活を迎える子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、児童及び

生徒の健全な育成を支援するため、保護者に対し、城里町入学等支援金（以下「支援

金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

　（基準日及び交付対象者） 
第２条　支援金交付の基準日は、毎年 11 月１日とする。 

２　支援金を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、基準日時点

で住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規定に基づき城里町（以下「町」と

いう。）の住民基本台帳に記載されている者とし、次の各号の児童及び生徒（以下

「対象児童生徒」という。）を養育する保護者とする。ただし、配偶者からの暴力

等で町に避難し対象児童生徒を養育する保護者は、町の住民基本台帳に記載がない

場合でも対象とする。 

　(1)毎年度満６歳及び満 12 歳を迎え、翌年度に小中学校等に入学する予定の児童 

　(2)毎年度満 15 歳を迎え、中学校等を卒業する予定の生徒 

３　第１項の規定にかかわらず、前項第１号に該当する児童を養育する保護者で当該

年度の 11 月２日以降翌年３月 31 日までに転入の届け出をした者又は前項第２号に

該当する生徒を養育する保護者で当該年度の 11 月２日以降翌年３月 15 日までに転

入の届け出をした者は交付対象者とみなす。 
（支援金の額等） 

第３条　支援金の額は、対象児童生徒一人当たり３万円とする。 
２　支援金の交付は、前条第１項に規定する対象児童生徒の満年齢に対し、一人当たり

１回限りとする。 
（支援金の交付申請及び請求） 

第４条　支援金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、城里町入

学等支援金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書」という。）を当該年度の

３月 31 日までに町長に提出しなければならない。 
（支援金の交付決定等） 

第５条　町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審

査し、支援金を支給することが適当であると認めたときは、城里町入学等支援金交付

決定通知書（様式第２号）により、支援金を支給することが適当でないと認めたとき

は、城里町入学等支援金不交付決定通知書（様式第３号）により、交付申請者に通知

するものとする。 

（支援金の交付） 

第６条　支援金は、交付決定後、20 日以内に口座振込により交付するものとする。 
（支援金の交付決定の取消し等） 

第７条　町長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、支援金の交付決定を取り消すことができる。 

　(1)　交付申請者が、支援金の交付の辞退を申し出たとき。 

　(2)　交付申請者が、交付決定後当該年度の３月31日までに転出したとき。 
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　(3)　虚偽の申請等、不正な手段により支援金の交付を受けたとき。 

２　町長は、前項の規定により支援金の交付の決定の取り消しをした場合は、城里町

入学等支援金交付決定取消通知書（様式第４号）により交付申請者に通知するもの

とし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて当該交付申請者に返還を

命じるものとする。 
（その他） 

第８条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
　　　附　則 
　この告示は、公布の日から施行する。 
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報告第５４号 

 

令和５年城里町告示第185号 

 

　　　城里町私道路用地の寄附の受入れに関する要綱 

　（目的） 

第１条　この告示は、町道の用地として私道路の用地（以下「私道路用地」という。）の

寄附を受け入れることについて必要な事項を定めることを目的とする｡ 

　（受入れの要件） 

第２条　寄附の受入れの対象となる私道路用地は、次の各号に掲げる要件を満たすもの

でなければならない。 

(1)　有効幅員が5.5メートル以上であること。 

(2)　起点及び終点が国道、県道若しくは町道（以下この号において「公道」という。）

に接続するもの又は起点が公道に接続する袋路状のもので起点から最終に位置す

る一戸建専用住宅又は兼用住宅（以下「建築物」という。）の敷地までの延長が35メ

ートル以上250メートル以下のものであること。 

(3)　その敷地が当該私道路用地に接する所有者の異なる建築物（その敷地が建築基

準法（昭和25年法律第201号）第43条に規定する要件を満たすために当該私道路用地

を必要とするものに限る。）が３以上あること。 

(4)　別図１のとおり整備されていること。 

(5)　接続箇所及び屈曲箇所に別図２に掲げる斜辺2.0メートル以上（接続箇所の片側

のみに設ける場合にあっては、斜辺3.0メートル以上）のすみ切りが設けられている

こと。 

(6)　縦断こう配が9.0パーセント以下（地形の状況その他の理由により町長がやむを

得ないと認める場合にあっては、12.0パーセント以下）であること。 

(7)　側溝等の排水施設が設置され、かつ、雨水の放流先が確保されていること。 

(8)　下水道管及び水道管について、町の整備状況等を勘案し、町長との協議が整って

いること。 

(9)　工作物その他の占用物件が設けられていないこと。ただし、町長が道路の管理及

び交通に支障がないと認める占用物件については、この限りでない。 

(10)　道路境界が確定しており、その区域が境界を明らかにするための標柱等で明示

され、かつ、概ね道路形態のとおりに公図が分筆されていること。 

(11)　所有権以外の権利が存しない状態で、かつ、道路管理に支障のある建築物等が

近在していないこと。 

(12)　路面及び排水施設等が良好で道路管理に支障を生じない状態であること。 

２　前項の規定にかかわらず、道路として20年以上使用されており、かつ、当該私道路

に接する建築物の敷地のうち、当該接する部分の延長の合計を当該私道路用地の延長

に２を乗じて得た数で除して得た数が0.5以上である私道路用地に係る寄附の受入れ

の要件は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

(1)　前項第２号、第５号、第６号及び第９号から第11号までに掲げる要件を満たすも

のであること。 

(2)　道路幅員が４メートル以上であること。 

(3)　その敷地が当該私道路用地に接する所有者の異なる建築物（塀、柵等が設置され

ていることにより、当該私道路用地をその敷地との通行のために利用しないものを
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除く。）が３以上あること。 

(4)　砕石の敷設等により路面が平坦であること。 

(5)　自然流下による雨水の排除に支障のない立地条件を備えていること。 

３　私道路用地の寄附をしようとする所有者は、あらかじめ次に掲げる手続を済ませて

おかなければならない。 
(1)　相続が発生している場合は、その相続登記 

(2)　住所の変更があった場合は、その住所変更登記 

(3)　所有権以外の権利の登記が設定されている場合は、その抹消登記 

（開発行為等により築造された路線の認定条件） 

第３条　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定による開発行為に伴う道路及

び土地区画整理法（昭和29年法律第119号）又は土地改良法（昭和24年法律第195号）

に基づき築造された道路にあっては関係法令に基づいて築造された道路であること。 

　（事前協議） 

第４条　私道路用地の寄附をしようとする所有者（所有者が複数である場合には、その

代表者）は、私道路用地寄附事前協議書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添

えて、町長に提出しなければならない｡ 

(1)　位置図 

(2)　公図の写し 

(3)　登記事項証明書（全部事項のもの） 

(4)　地積測量図その他の参考となる書類 

(5)　占有物件明細書(様式第２号)(占有物件がある場合に限る。) 

(6)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２　町長は、前項の規定による協議があった場合は、その内容を審査し、及び現地調査

を行い、その結果を私道路用地寄附事前協議結果通知書(様式第３号)により、当該協

議を行った者に通知するものとする。 

３　前項の規定により協議の内容を審査するに当たっては、第８条の審査会において調

査及び検討を行うものとする。  

（寄附の申請等） 

第５条　所有者は、前条の規定による協議が整ったときは、私道路用地寄附申込書（様

式第４号）に、前条第１項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて、

町長に提出しなければならない｡  

　(1)　私道路用地寄附申込同意書(様式第５号。土地の所有者が複数の場合) 

(2)　登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第６号) 

(3)　印鑑登録証明書 

(4)　資格証明書（法人の場合に限る。） 

(5)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２　町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、その適否

を決定し、私道路用地寄附受入れ可否決定通知書(様式第７号)により当該申請をした

者に通知するものとし、寄附の受入れに係る業務が完了したときは、私道路用地寄附

受領書（様式第８号）を当該申請をした者に交付するものとする。 

（占用許可申請） 

第６条　第２条第１項第９号ただし書に規定する占用物件が設けられた私道路用地に

ついて、寄附の受入れに係る業務が完了したときは、当該占用物件の所有者は、町長

に対し、使用に係る許可の手続きを行わなければならない。 
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（費用負担） 

第７条　私道路用地の寄附に係る費用のうち、所有権移転登記に要する費用は、町の負

担とする。 

２ 前項に規定する費用以外の寄附に係る費用は、私道路用地の寄附をしようとする者

の負担とする。ただし、認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２

第１項に規定する団体をいう。）が寄附する場合は、この限りでない。 

（審査会） 

第８条　町道認定の適正な運営を図るため、城里町私道路用地寄附受入審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

２　審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。ただし、第３条に掲げる関係法

令に基づいて築造された道路については、審査の対象外とする。 

(1)　私道路用地の受入れ調査及び検討に関すること。 

(2)　その他、私道路用地の受入れに関して必要と認められる事項 

３　審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

４　委員長には副町長を充て、副委員長には都市建設課長を充てる。 

５　委員には、次の職にある者をもって充てる。 

(1)　まちづくり戦略課長 

(2)　総務課長 

(3)　財務課長 

(4)　下水道課長 

(5)　水道課長 

６　委員長は、審査会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、委員長に事故がある

ときは、副委員長がその職務を代理する。 

７　審査会は、必要に応じ委員長が招集する。 

８　審査会の庶務は、都市建設課において処理する。 

（その他） 

第９条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める｡ 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行の際、現に改正前の告示の規定によりなされた処分、手続きその他

の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

（告示の廃止） 

３　私道の町道受入に関する要綱(平成17年告示176号)は、廃止する。
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